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企業と就労移行支援事業所が 

つながる会 

令和６年度 企業向け障害者雇用促進イベント 

  

 

 

 就労移行支援事業所とは  
障害者総合支援法により、一般企業への就労を目指す障害や難病のある方を対象に、働く 

ための知識や能力を身につけるための訓練等を行っている施設です。 

現在、新潟市内には２６の就労移行支援事業所があり、ひとりひとりで異なる障害特性を 

踏まえた上で、事業所ごとに工夫を凝らした支援が行なわれています。 

また、就労移行支援事業所では、一般企業に就職することを目指している障害者（利用者） 

が、日々、職業訓練などに取り組んでいます。 

 

 開 催 内 容  

今回ご案内する「つながる会」では、新潟市内にある２６の就労移行支援事業所のうち 

１５の就労移行支援事業所（裏面参照）が相談用のブースを設けて、ご参加いただいた企業 

の皆様と面談し、職業訓練等の支援内容に関する説明や利用している障害者の傾向等に関す 

ることなどについて情報交換をしていただきます。 

 なお、過去に参加した企業の皆様から、「障害者雇用のイメージが良い意味で変わった。」 

、「職業能力の高い障害者もいることが分かり採用を検討している。」、「後日、就労移行支援 

事業所を見学し、職場実習をしたうえで採用した障害者が、現在は職場の戦力として活躍して 

いる。」などのご感想をいただいております。 この機会にぜひご参加ください。 

 

 就労移行支援事業所と“つながる”ことによるメリット  
◎ 採用につながる可能性のある障害者（利用者）について相談することができる。 

◎ 障害特性（得意なこと・苦手なこと等）を採用前に情報共有することができる。 

◎ 採用する前に必要な準備や職場実習制度などについて相談することができる。 

◎ 採用した後も職場に定着できるように一定期間の支援を受けることができる。 

※ 職場実習制度、職場定着支援は、「らいふあっぷ」「こあサポート」「新潟障害者職業センター」 

「ハローワーク」等公的な支援機関と必要に応じて連携した支援を実施します。 

 

開催日：令和６年１２月４日（水） 
受付開始 13：０0 面談時間１３：３０～16：0０ 

※受付後、整理券の順に面談となりますのでお早めにお越しください。 

   会 場：新潟市総合福祉会館５階大集会室（新潟市中央区八千代１－３－１） 

※お車でお越しの場合は、近隣の有料駐車場をご利用ください。 

     申込み方法：  

  

 

 

参加申込みフォーム（ハローワーク新潟ホームページ新着情報） 

より 11 月 2９日（金）までにお申し込みください。 

ＵＲＬ https://jsite.mhlw.go.jp/form/pub/roudou15/01-20241204 

 ※申込み多数の場合は締め切る場合がありますのでお早めにお申し込みください。 



 


